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午前９時５８分開会 

 

○ 弓削座長 皆様、おはようございます。皆様おそろいなので、第８５回「開発協力適

正会議」を開始します。 

   今回の適正会議はオンライン参加と会場での参加を併用したハイブリッド形式で行

います。途中で通信状況による音割れや音声の途切れなどあれば随時御指摘願います。

また、一般の方にもオンラインで議論を傍聴いただけるようアレンジしています。 

   まず初めに、外務省国際協力局長が交代されましたので、今福新局長より一言御挨

拶をお願いいたします。 

 

○ 今福国際協力局長 皆様、おはようございます。座長から御紹介いただきました今福

と申します。ちょうど先週１７日の日に人事異動で新しく国際協力局長になりました。 

   適正会議につきましては、私もこれまで国際協力局内の各課室で、首席事務官、課

長をしていた際に関与しただけでなく、最初の無償資金協力実施適正会議の立上げ自

体に関わったということで、この会議には長年お世話になってきています。今、この

席に座っていることは非常に感慨深いものがありますが、日本のＯＤＡを国内的・対

外的にきちんと説明していくという上で、皆様方からのいろいろな御指摘、御示唆を

踏まえて、きちんと案件を形づくっていくことは非常に重要なことだと考えておりま

すので、何とぞ今後とも御指導をよろしくお願いいたします。 

 

○ 弓削座長 今福局長、どうもありがとうございます。随分前からＯＤＡ、開発協力、

そしてこの会議にも関わっていらっしゃったということで、大変心強く感じておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

1 新規採択調査案件 
(1) ラオス（無償）「国道九号線における橋梁架け替え計画」 

 

○ 弓削座長 それでは、新規採択調査案件についての議論を始めます。 

   本日は、ラオス、コロンビア、マラウイの３件を扱います。 

   まず、説明者から各案件の外交的意義の説明及び委員コメントに対する回答を行い、

その後、議論を行います。 

   最初の案件は、ラオス「国道九号線における橋梁架け替え計画」です。外交的意義

の説明、委員コメントに対する回答をお願いいたします。 

 

○ 説明者１（国際協力局国別開発協力第一課長）おはようございます。国別開発協力第
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一課長の加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

   まずは外交的意義に関しましては、案件概要書に記載のとおりでございますけれど

も、関連しまして、道傳委員の１番目、西田委員の１番目、松本委員の１番目、德田

委員の１番目の外交的意義及び無償資金協力の必要性に関する質問に冒頭まとめて回

答させていただければと思います。 

   日本とラオスは２０２５年、昨年に外交関係樹立７０周年を迎えまして、良好な二

国間関係の下、国連などの国際場裏でも緊密に協力しています。また、ラオスはイン

ドシナ半島の中心に位置しまして、タイ、カンボジア、ベトナム、ミャンマー及び中

国と国境を接するメコン地域の要衝であり、ラオスの安定的な発展はＡＳＥＡＮの一

体性確保及び地域全体の平和と安定に不可欠でございます。日本はラオスへの支援を

通じまして、日ラオス関係のさらなる深化のみならず、ＡＳＥＡＮ全体の包摂的かつ

持続可能な社会経済の発展にも貢献していく所存でございます。 

   特に日本の技術力に対するラオス政府の信頼は非常に高く、日本は１９９９年以降、

インドシナ半島を横断する東西経済回廊の中核にある国道９号線の整備を継続的に支

援してきており、最も顕著な貢献を果たしているとの評価をラオス政府から得ている

ところでございます。 

   ＪＩＣＡの技術協力により、ラオス政府は比較的規模の小さい橋梁の点検・維持管

理を自立的に実施できるようになりましたが、本計画のように橋の長さが長く、深い

峡谷に架かる長大な橋梁の整備には依然として高度な技術が必要であり、日本の協力

が求められておりますし、日本の協力は不可欠だと考えております。 

   一方、中国は、中国・ラオス鉄道や中国・ラオス高速道路など、主に中国・ラオス

国境と首都ビエンチャンとを結ぶ南北の交通インフラ建設を行っており、ラオスにと

って第１位の投資国、第２位の貿易相手国です。また、ラオスの対外債務残高の約４

割は中国が占めていると言われています。ラオスは中国から大きな経済的影響を受け

る一方で、特定国への依存を避けるために多角的な関係構築を志向しています。 

   日本が幅広い分野で質の高い支援を継続するということは、同国の自立的発展を後

押しし、地域全体の安定にも資するとともに、国道９号線を通じた日ラオス友好協力

の維持・発展の観点からも重要ですし、ラオス自身が多角的な関係構築を志向してい

るというところにもアドレスできるものと考えております。 

   以上でございます。 

   続きまして、ＪＩＣＡからお願いします。 

 

○ 説明者２（ＪＩＣＡ東南アジア・大洋州部東南アジア第二課長） おはようございま

す。ＪＩＣＡ東南アジア第二課の三戸森と申します。よろしくお願いいたします。 

   早速ですが、道傳委員の２番目の御質問、国道９号線の位置づけに関する質問です

が、東西経済回廊の中核に当たる国道９号線は、タイ国境からサワンナケート、サワ
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ン・セノ経済特区、ベトナム国境に至る国際幹線道路で、主にタイとベトナム中南部

を結ぶ物流に利用されています。比較的平たんでありまして、自然災害の影響を受け

にくく、輸送の安定性が高い産業道路として機能しています。 

   一方で、国道８号線及び１２号線は、主にタイとベトナム北部を結ぶ物流路ですが、

山岳地帯を通過するため、道路条件が厳しく、豪雨時の地滑り等の自然災害などに脆

弱です。このため、信頼性・安定性が重要な貨物輸送では、距離は遠くなっても、国

道９号線が選択される場合がございます。 

   また、続いて、德田委員の２番目の御質問、国道９号線整備の全体像に関し、１９

９０年代以降、ＡＤＢが日本と協力しまして、国道９号線の整備を分担して実施して

まいりました。ＡＤＢの整備対象地域には、本計画の対象橋梁周辺も含まれておりま

したが、橋梁自体の架替えや改修は行われておらず、現時点でも計画はされていない

と承知しております。 

   国道９号線の老朽化が進み、特に危険度が高い１０か所の橋梁について、令和６年

度の「経済社会開発計画」により資機材供与を行い、ラオス政府が補修を実施してい

ます。他方で、本計画の対象となる２橋は、危険度が非常に高い上に、土木工事の難

易度が高く、ラオス政府自身による補修は困難であることから、日本への支援要請が

あったという背景がございます。 

   近年、ＡＤＢ及び世銀の開発パートナーは、制度整備や基準策定といったソフト面

の協力に焦点を当てておりまして、これらと連携して本計画を実施することで、国道

９号線の輸送安定性向上が期待されます。 

   続きまして、道傳委員の３番目の御質問でございます。周辺住民の生活への貢献に

関する質問について、対象橋梁周辺の９つの村には約１万３０００人の人々が暮らし

ております。この地域には病院が２つしかなく、手術を伴う治療を行うためにはこの

橋梁を渡って通院する必要があります。 

   また、登下校の時間帯には、こちらの両橋のたもとにある村の生徒たちが村をまた

いで通学しております。徒歩や自転車などで中学生が橋を渡る姿なども見られており

ます。また、このほかにも、付近の市場への芋類を含む農作物の輸送や、生活必需品

の買い出しにも利用されております。 

   両橋では、大型車両の通行による揺れで歩道部分のボルトが緩み、落橋のリスクが

顕在化しています。代替ルートがない状況ですので、住民は不安を抱えながら両橋を

利用せざるを得ない状況となっております。そのため、この両橋の架替えは人々の安

心・安全な暮らしを守ると同時に、生活維持に重要だと言えます。 

   次に、西田委員の２番目の技術移転の詳細についての御質問です。この計画で活用

する本邦技術は、主に強度の高い鋼板とコンクリートを組み合わせて、荷重に抵抗す

るように構成された合成床版を使用する技術、あらかじめ圧力を加えてひび割れを抑

えたコンクリート桁を工場で製作し、現場で合わせて１つの橋に作り上げるＰＣコン
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ポ橋などの橋梁工法です。いずれも日本の建設会社で広く採用され、耐久性・品質に

優れ、橋梁工法として国際的に高く評価されています。また鋼材を採用する場合には、

内部のさびを防止するために、特定の元素、銅、クロムなどと言われていますが、そ

ちらを添加した上で、緻密なさびの層が鋼材の表面を保護し、さびの進展を抑制させ

るように加工された日本の「耐候性鋼」等の技術を利用して、技術移転を行うことを

想定しておりますが、この詳細については協力準備調査で確認いたします。 

   また、弓削座長の１番目の過去の技術協力に関する質問については「橋梁維持管理

能力強化プロジェクト」で、一般橋梁を対象とした点検・診断マニュアル、補修・補

強マニュアルを整備し、公共事業運輸省及び公共事業運輸局ではこのマニュアルを活

用した維持管理サイクルが確立されております。一方で、十分な維持管理費の確保、

過積載対策等の課題は残されており、実施中の「道路アセットガバナンス改善プロジ

ェクト」にて道路基金の歳入確保方法の検討、過積載対策にかかる法的枠組み整備や

運用の支援等を実施しております。本計画では、採用される本邦技術に合わせた点検・

診断の計画立案のためのワークショップ等を検討しております。 

   続きまして、西田委員の３番目、弓削座長の２番目と３番目、そして、田辺委員の

２番目の実施機関の運営維持管理能力に関する御質問についてです。２０２５年の全

国の道路・橋梁改修・維持管理予算は７２００億キープ（約５３億円）で、本計画の

運営・維持管理を担うサバナケット県でも２０２２年から２０２４年に１５億～３３

億キープ（約１１００万円～２４００万円）の維持管理予算が確保されており、財政

面の持続性は一定程度見込まれております。また、財政面の能力強化に関しては、技

術協力「道路アセットガバナンス改善プロジェクト」でも支援しております。 

   また、県公共事業運輸局には１０１名の職員が在籍し、点検部門には６名、道路・

橋梁部門には２２名の職員が配置されております。その他、これに加えて、郡オフィ

スにも８９名が在籍しておりまして、道路維持管理の人員体制は問題ないと考えてお

ります。本計画では、将来の維持管理の難易度を考慮して、実施機関の人材が対応可

能な範囲で、適切に維持管理できる橋梁計画、橋梁設計を検討いたします。 

   最後ですが、田辺委員の１番目の御質問、対象橋梁の設計年、耐用年数、損傷度合

い、崩落の危険性に関する質問について、まず、対象となるホワイコック１号橋及び

ホワイタポアン橋はいずれも１９８６年に建設されて、設計図面、想定耐用年数は不

明です。ただ、当時の設計は現行基準に比べて耐荷力が不足しており、国道９号線で

は両橋の耐荷力を超える車両も通過しており安全が確保されておりません。 

   ＪＩＣＡでは、技術協力「道路アセットガバナンス改善プロジェクト」により、国

道９号線沿いの５１橋のうち、老朽化・損傷の著しい１７橋梁を評価しまして、本計

画の対象橋梁では、主桁のひび割れ、支承の破砕等の重大な損傷を確認しました。こ

ちらは米国の設計基準及び日本道路橋示方書に基づく構造計算の結果からも、対象橋

梁の耐荷力不足を確認しているところでございます。 
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   以上でございます。 

 

○ 弓削座長 どうもありがとうございました。 

   説明者からの説明について、追加の御意見・御質問があれば発言をお願いいたしま

す。 

   松本委員、どうぞ。 

 

○ 松本委員 御説明ありがとうございました。 

   １点、技術的な話をされていたので伺いたいのが、ラオスで橋を架け替えるときに、

通常は現行の橋を維持して、そこを通しながら別の橋を作るというのが一般的、もし

くは浅いときには浅い川の中に道路を造ってしまって、それを一旦、迂回路にして建

設を進めるというやり方をされると思うのです。 

   私は通ったことはあるのですが、実際にどのぐらいの渓谷だったか記憶にないので

すけれども、工事手法の中で、これはカテゴリーＢなので、ＪＩＣＡの助言委員会に

かからないであろうという前提で技術的な話を伺うのですが、本当にすぐに橋を作る

のでしょうか。それとも、少しルートを変えて、別のルートの中に橋を作って、終わ

ったら現行の橋を壊すというようなやり方なのか。 

   それによって、ラオス人は比較的川沿いに住むので、周辺の人たちの生活あるいは

河川等々への影響もあって、もし影響が多いのであればカテゴリーＢについては慎重

に考えたほうがいいかなと思っているのですが、その辺り、もし今の情報があるよう

でしたらお教えいただきたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   ほかに御質問、コメントありますでしょうか。 

   それでは、説明者のほうからお答えをお願いします。 

 

○ 説明者２ 松本委員、御質問ありがとうございます。 

   この環境カテゴリーのところについては非常に慎重に対応してまいりたいと思いま

す。別のところに仮のものを作るかどうかにつき、住民、交通、環境への影響も含め、

協力準備調査を通じてしっかりと確認してまいります。 

 

○ 松本委員 ありがとうございます。 

   実は、迂回路を含めた工事中の影響というものは若干、気になるものですから、慎

重に調査をしていただきたいと思います。 
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○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   ほかにございますでしょうか。 

   それでは、この案件についての御説明ありがとうございました。いろいろなことに

ついての理解が深まりました。今の橋の架替えのプロセス、やり方などの影響につい

ても調べていただくということで、よろしくお願いします。 

   実施機関の運営・維持管理能力について幾つかの質問があり、お答えいただきまし

たが、これは非常に重要な課題ですので、このための十分な人材の体制、そして、財

政面での持続性を確保することが大事です。先ほどの御説明では、財政面の持続性は

一定程度見込まれますというお答えだったので、これでは確実ではないのかなという

疑問が湧いてきました。財源確保については協力準備調査でしっかりと確認していた

だくことをお願いしたいと思います。 

   これらの点と委員の皆様が挙げられた点を踏まえて、協力準備調査に進むというこ

とでよろしいでしょうか。 

   では、そのようにお願いいたします。どうもありがとうございました。 

   それでは、この案件についての議論をこれで終了いたします。 

 

(2) コロンビア（無償）「紛争の影響を受けた地域における地雷対策促進計画（UN
連携／UNMAS 実施）」 

 

○ 弓削座長 次の案件は、コロンビア「紛争の影響を受けた地域における地雷対策促進

計画」です。外交的意義の説明、委員コメントに対する回答をお願いいたします。 

 

○ 説明者１（国際協力局国別開発協力第二課長）それでは、国別開発協力第二課の廣瀬

です。本日もよろしくお願いします。 

   コロンビアの案件について、外交的意義については案件概要書に記載のとおりです

が、早速、質問のほうに移らせていただきたいと思います。 

   まず、西田委員の３番目と、それから、松本委員と道傳委員の１番目のこの案件に

関連しての米国との関係に関する質問をいただきました。 

   米国の政策の見直しは、世界各地において様々な分野で影響を与えていますが、米

国が実施してきた支援の全てを代替することは困難と考えています。しかし、我が国

は今後も様々なスキームを活用しつつ、相手国に寄り添ったきめ細かい、我が国らし

い協力を行っていきたいと考えています。そうした支援を通じて、中南米諸国を含む

グローバル・サウスとの関係を強化していきたい。このように考えております。 

   コロンビアにつきましては、５０年以上続きました国内紛争の後、紛争被害者や元

ゲリラ兵士をも包摂した社会の構築、それから、対人地雷対策などが課題となってお
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ります。日本の対コロンビア開発協力方針においても「和平プロセスの定着を目指し

た均衡のとれた持続的な社会経済発展への支援」というものを大目標としております。

特に、地雷対策はコロンビア政府が国家政策として推進してきておりますし、我が国

はこれまでも能力強化支援などを実施してきました。 

   我が国がコロンビアにおいてＯＤＡ案件を実施するに当たって、米国と個別具体的

な調整はしていませんが、米国が支援してきた国際機関、それから、ＮＧＯの地雷除

去の活動は縮小を余儀なくされています。そうした中で、コロンビア政府からは日本

の技術を活用した支援というものについて要請があり、関係国の動向を踏まえつつ、

我が国ができる役割をしっかり果たしていきたいと考えております。 

   続きまして、ＪＩＣＡのほうからお願いいたします。 

 

○ 説明者２（ＪＩＣＡ中南米部南米課企画役） おはようございます。ＪＩＣＡ中南米

部南米課の野村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。続けて、御説明いた

します。 

   西田委員からの１番目のＵＮＭＡＳ委託理由に関する御質問、德田委員の１番目の

国軍支配下エリアを優先的に実施する取組の検討、田辺委員の１番目の本件では行え

ない日本側の業務、弓削座長の１番目の武装勢力が本計画の実施に与え得る問題に関

する御質問についてお答えいたします。 

   ＵＮＭＡＳに委託する理由は、外務省海外渡航情報の危険レベル３（渡航中止勧告）

に該当する地域も本案件の対象地域となっているためです。邦人の立入りが制限され

ている地域では、ＪＩＣＡ専門家等の邦人による現場での研修の提供、機材の使用促

進（モニタリング、使用者への研修等）が難しいため、国連の専門機関であるＵＮＭ

ＡＳのリソースを活用することで、邦人立入制限地域においても効果的に地雷除去活

動を実施することが可能となります。 

   また、国軍支配下エリアで優先的に実施すべきではという御意見について、本計画

では御指摘のとおり、武装勢力の活動が停止しており、政府がコントロールできてい

るエリアで優先して人道的地雷除去活動を実施する予定です。現在は武装勢力が支配

地域を拡大しつつあるという兆候はございませんが、今後、武装勢力が地雷を埋設す

るという可能性は排除されないため、地雷除去を進める過程で武装勢力の活動範囲と

抵触し、案件の進展が著しく困難となるようなことがあれば、対象サイトの見直し等

も視野に対策を検討いたします。案件の進捗とともに地雷汚染地域が解放され、紛争

の影響を受けた地域の復興・開発が促進されるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

   続きまして、西田委員の２番目の日本・カンボジア地雷対策センター（ＣＭＡＣ）・

国際連合地雷対策サービス部（ＵＮＭＡＳ）の強みや課題に対する御質問についてお

答えいたします。 
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   日本は、地雷被害国自身の能力強化を目的として、地雷・不発弾対策に関する政府

機関の体制整備や人材育成、日本製の地雷探査・除去機材の供与を実施してまいりま

した。ＣＭＡＣは、こうした日本の協力を通じて高めた知見や技術に加え、地雷被害

国として、当事者としての経験という強みがあり、第三国での知見共有や技術指導を

実施しております。ＵＮＭＡＳは国連機関として約２６０名もの職員を擁し、世界の

国・地域で地雷対策を支援し、紛争直後の危険地域での初動対応、大規模な計画策定、

複数のドナーや政府機関との調整能力に優位性があり、コロンビアでは２０１０年か

ら地雷除去計画の策定や地雷除去活動を実施してきた実績がございます。地雷対策に

おいては、それぞれの強みを生かした支援をしてまいりたいと考えております。 

   なお、本年２月、ＵＮＭＡＳの部長には邦人職員の小川氏が着任されております。

これにより、コロンビアだけでなく日本の地雷除去の取組におけるさらなる連携強化

も期待できるということを申し添えさせていただきます。 

   最後に、道傳委員の２番目の構造的な背景に関する御質問についてです。 

   コロンビアの南北に走るアンデス山系と大河に分断された地理的な条件、首都ボゴ

タに断然優勢を確立できなかった人口分布による地方の独立性などが挙げられます。 

   こうした地理的な分断と人口分布により、地方権力が強く中央統制が弱い社会構造

が歴史的に定着いたしました。ここに土地制度の未整備や人口増加も相まって土地紛

争が多発し、それを治める中央の力と地方の抵抗する力が拮抗し武力衝突として長ら

くの紛争へと発展してきました。 

   その結果、地方での治安確保や行政サービスが不安定となり、地雷汚染地域への立

入りが厳しく制限され、作業の中断や再調整が頻発していることもあり、地雷対策が

進みにくい構造的な要因となっております。 

   御指摘のとおり、避難民の帰還や保護、持続的で包摂的な社会の再建・復興支援も

コロンビアにおける重大な課題であり、様々なスキームを用いたあらゆる支援を行っ

てまいりたいと考えております。 

   御説明は以上でございます。 

 

○ 弓削座長 どうもありがとうございました。 

   説明者からの説明について、追加の御意見・御質問があれば発言をお願いいたしま

す。 

   では、西田委員、その次、森田委員。では、その順番でどうぞ。 

 

○ 西田委員 丁寧な御説明ありがとうございました。日本がどのように地雷除去という

介入手段を使おうとしているのか、非常によく分かりました。 

   米国を代替することはできないが、今後も地雷除去を含め、様々なスキームを使っ

て、我が国らしい支援を提供し、それを使ってグローバル・サウスへのエンゲージメ
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ントをしているということは非常によく理解できるものであります。他方、ここ何年

かで、政策ラインの基本トーンというものが大分変わってきていて、今まで我が国ら

しい支援というと、日本があまり主張しないといいますか、相手に寄り添って、同じ

目線に立って支援をしてくるというようなラインでありました。基本ラインは変わっ

ていないのだと思うのですけれども、最近の恐らくインド太平洋のコンテクストの中

では、より日本の国益確保の意識が高まっているのは間違いないことだと理解してお

ります。この辺りの国際情勢の変化を踏まえて、我が国らしい支援というものをあえ

てもう一度端的に言うとどう表現できるのかなというものをお伺いしたいと思うので

す。 

   これは別に無理を伺おうとしているのではなく、私自身が対外的に話をするときに、

やはり日本のＯＤＡでこういうことを念頭に置いてやっていますと言いながらも、で

も、それは戦略文書を見るともっとすごくいろいろなことを考えているでしょうと当

然、いろいろ聞かれるわけですよ。それで私なりの解釈というものは伝えてはいるの

ですけれども、ＯＳＡも出てきて、いろいろと、先般の首相の施政方針演説の中でも、

相手国の強靱性・自律性を高めるためにもこういったツールを使っていくのだという

セットでお話しされた。ここら辺が先ほどおっしゃっていた様々なスキームを使いと

いうところにも関わってくるかもしれないのですけれども、あえてもう一度、我が国

らしい支援、どう説明ができるかなということをお伺いさせていただければと思いま

す。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   それでは、森田委員、続けてどうぞ。 

 

○ 森田委員 ありがとうございます。この案件自体は非常に良いと思います。経済界が

コロンビアをどう見ているのか、御紹介させていただきます。 

   ここに記載のとおり、コロンビアは南米における民主主義国であり、経済規模が大

きいという特徴がございます。南米では、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンに次い

で４番目の経済大国であり、日本企業も多く進出しています。経団連でもコロンビア

のための委員会（日本コロンビア経済委員会）を設置して、コロンビアとの友好関係

に努めているところです。 

   今の政権は左翼政権なので気にはなっていたのですが、経団連では昨年９月にコロ

ンビアの大統領と面会する機会がありました。日本との関係、自由貿易を重視する政

権であり、経済界としてコロンビアを支援していきたいと考えます。日コロンビアＥ

ＰＡ交渉が中断してしおり、これを進めるのはなかなか難しい状況なのかもしれませ

んが、少なくとも自由貿易、日本との関係については前向きな政権であるため、経済

界として応援していきます。 
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   そのような中で、コロンビアの平和と社会の安定のために、この地雷関連のプロジ

ェクトを推進することは時宜にかなっていると思います。地雷に関しては、昨年、政

府がウクライナの地雷対策会議を主催しており、経団連も支援しております。地雷対

策を日本の得意分野として推進する良い契機であり、その意味でもこのプロジェクト

は推進すべきであると思います。 

   あと、かねがね申し上げておりますように、ＯＤＡは無償資金協力が重要です。こ

れはまさに無償でやるべき案件であり、その意味でも評価できると思います。 

   以上、コメントでございます。ありがとうございました。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

 

○ 西田委員 すみません。１点、今の点で思い出したので。 

 

○ 弓削座長 西田委員、どうぞ。 

 

○ 西田委員 ごめんなさい。追加でお伺いできればと思うのですが、来年度予算、これ

から審議ですけれども、ＯＤＡ予算は増額、しかも無償をかなり増やしたということ

を理解しております。この背景としては、やはり今後増えていくであろうと思われる

人道危機とか紛争への対応ということを念頭に置いて予算配置をしてきている。そう

いう理解でよろしいですかというところでございます。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   ほかにございますでしょうか。 

   では、道傳委員、どうぞ。 

 

○ 道傳委員 短く、補足でございます。 

   この案件の御説明を拝見する中でも、この地雷対策という中には地雷回避教育など

も含まれているという記述があるのですけれども、どうしても地雷対策というと除去、

テクニカリティー（注：専門的な事項や技術的な特性）に関心が行ってしまう。除去

活動も重要ではあるけれども、それは一部だと考えますので、この資料の中にもあり

ますように、民生開発面の効果も有しているということも含めて、この記述も深めて

いただけると、よりマインアクション（注：地雷処理）とは何かということがきちん

と伝わるのではないかなと思っております。 

   私は東南アジアで地雷の取材をしたことがありますけれども、除去は本当に一部だ

けで、開発支援というものはシームレスだということがよく言われますけれども、地

雷対策もまさにそうだなと思っておりまして、その辺りも日本の強みだと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 

○ 德田委員 では、よろしいでしょうか。 

 

○ 弓削座長 德田委員、どうぞ。 

 

○ 德田委員 すみません。私も森田委員と同じような意見なのですけれども、コメント

として受け止めていただければと思います。 

   この地雷除去に関しましては、日本製の性能の高さ、技術力の高さというものは非

常に世界各国が高く評価されていると思いますし、これに対するニーズも非常に高い

と思っております。そういった中で、現在の高市政権は安全保障分野並びに国内投資

を強化するということを打ち出しており、まさにこういった分野を、ＯＤＡのみなら

ず、日本政府として、ぜひ中長期の視点でもう少し強化していくのだという形で対応

いただければと考えております。 

   特にビジネス界では、やはり事業の予見性、中長期において、このような形で政府

が取り組んでいくのだということを踏まえた上で研究開発投資、設備投資を行ってい

きますので、そういった予見性を高めるということも含めて、ぜひ御検討いただけれ

ばと思います。 

   若干、本件とこの開発協力適正会議の趣旨とは違うところだと思いますけれども、

ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

 それでは、説明者のほうからお答えをお願いいたします。 

 

○ 説明者１ ありがとうございます。 

   それでは、西田委員からの御質問に回答させていただければと思っていますけれど

も、中南米におきましては、アメリカを含む国際関係の動向というものを踏まえる必

要があるとは思っていますけれども、その中におきまして、それぞれの国がどういっ

た開発課題を優先だと考えていて、その中において我が国がどういう強みがあるのか

ということを踏まえながら支援していきたいと考えております。 

   そういう観点からは、このコロンビアにおきましては地雷というものが一つ大きな

課題として掲げられておりまして、そこに先ほど森田委員や德田委員からも御指摘が

ありましたとおり、我が国が強みを持つ分野なのだと思っています。日本の技術とい

うこともそうですし、民間企業の製品といったこともそうですけれども、そういった

ものを活用しながらやっていく。地雷除去支援はこれまでもＪＩＣＡにおいて実績が

ありますし、また、カンボジアを含めた三角協力という形でもやってきています。そ
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ういった経験を生かしながら、この分野では引き続き協力を進めていくということが

重要ではないかと思っています。 

   そういう意味で、我が国らしい支援と言えるのかなと考えているところではござい

ます。 

 

○ 今福国際協力局長 では、いいですか。 

 

○ 弓削座長 今福局長、どうぞ。 

 

○ 今福国際協力局長 来たばかりでキャッチアップできていないかもしれませんが、一

番最初の西田委員からありました日本らしい支援というものは何か。これは、先ほど

申しましたが、私も長年やっていますけれども、変わらずあるのは、やはりその国に

寄り添った支援というものが一番の日本の持ち味だと思います。直前、私はアフリカ

部長をやっておりましたが、アフリカの人たちが一番感謝しているのは、日本は自分

たちがやってほしいことをよく聞いてくれる、相談した上でどういう案件を実施して

いくか、上から目線ではなくて、対等な立場、同じ高さの目線で話をしてくれる、と

いう点が、去年のＴＩＣＡＤ９もそうなのですけれども、一番、アフリカの方々の心

に触れているところではないかと思っています。 

   他方で、戦略文書の中でというお話がありましたが、あれは恐らく、今の一番の日

本の大事なところ。これはそのまま残した上で、やはり世の中、いろいろと一方的に、

これもＴＩＣＡＤ９のコンセプトもそうなのですけれども、施しではなくて、共に解

決策をつくっていく。その中で、日本も何らかの得るものがあって、Ｗｉｎ－Ｗｉｎ

の関係になる。一義的には相手の立場をよく考えた上でやっていく支援が日本の一番

のよさではないかと思っております。 

   あと、予算の話ですけれども、予算の政府原案は今年、無償、技協ともに増やして

いただき、久々の反転ですが、アメリカが支援からかなり引いていることも含め、い

ろいろなことが起きている世の中で、日本に対する各国の期待は非常に高まっている

と思います。そういう中で、今、申し上げたような、相手の立場によく立った上で案

件をつくっていく日本の支援をしっかり、安全保障と同時に、外交の部分もやってい

かないといけない。そういった観点から今回財務当局から反転を認めていただいたの

ではないかと認識しておりますので、今後も引き続き、予算要求については頑張って

いきたいと思っています。 

 

○ 弓削座長 どうもありがとうございます。 

   ほかの点についての御返答はどうでしょうか。 
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○ 説明者２ 御質問ありがとうございました。幾つかピックアップしてお答えできれば

と思うのです。 

   道傳委員からいただきました、教育ですとか除去だけではない部分というところで

すけれども、ＪＩＣＡで実施中の技術協力プロジェクトでは、避難民または元戦闘員

が元の社会にどう戻れるか、農村支援を通じて支援しておりまして、地雷除去による

ランドクリアがなされるだけではなく、真の意味でその国の復興まで考えた包括的な

協力を様々なスキームを用いて実施してまいりたいと思っております。御指摘いただ

いた点についてはもう少し追記をしたいと思っております。 

   德田委員からいただきました日本製の技術の高さという点では、今回供与するＡＬ

ＩＳという機材は、ワイヤレス掃除機のような形をイメージいただければと思うので

すけれども、それで地雷の探査をいたしまして、金属反応があったときにレーザーを

照射しビジュアライズするという日本の東北大学が開発した機材でございます。こう

した日本の技術も活用しながら、ＯＤＡをうまく組み合わせた形でコロンビアへの支

援を続けてまいれればと思っております。 

   私からは以上です。 

 

○ 弓削座長 よろしいですか。 

   どうもありがとうございます。 

   ほかにコメント、質問などございますでしょうか。 

   この案件についてはいろいろな説明をいただいて、ＵＮＭＡＳと連携して実施する

理由、それから、その後の質問に対して、日本らしい支援について、また、ＯＤＡ予

算の政府原案について、予算増額はグッドニュースで、喜んでおります。ありがとう

ございます。 

   中長期の視点の重要性、また、地雷教育の重要性についても御指摘がありました。

それから、日本の経済界のコロンビアに対しての視点も御紹介いただき、どうもあり

がとうございました。 

   この案件について重要だと思うのは、ＵＮＭＡＳが活動計画の承認から現場での実

施、除去された地雷の破壊に至るまで、全過程にわたって厳格な監視を行うというこ

とです。これは案件概要書に書いてありました。その上で、この計画の実施に当たっ

ては、ＵＮＭＡＳとの間で締結するＥ／Ｎにおいて非軍事利用を明記すること。そし

て、コロンビア政府から、非軍事利用を明記した口上書も事前に取りつける。加えて、

機材調達後は現地の日本大使館を通じて継続的にモニタリングを実施して、その結果

を適正会議に報告するということが予定されているとのことです。これらは重要な点

なので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   では、局長、どうぞ。 
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○ 今福国際協力局長 申し訳ございません。予算の関連で増額と先ほど申し上げました

が、これはあくまでも政府原案として増えているというだけなので、御承知のとおり、

今、ちょうど国会が始まりまして、これから予算委員会が始まりますので、予算委員

会でお認めいただかないと増えませんので、頑張っていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

○ 弓削座長 補足で説明をありがとうございます。 

   これらの点を踏まえて、この案件の実施に進むということでよろしいでしょうか。 

   それでは、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

   この案件の議論はこれで終了いたします。 

 

(3) マラウイ（無償）「リロングウェ市北部における変電所整備計画」 
 

○ 弓削座長 次が最後の案件ですが、マラウイ「リロングウェ市北部における変電所整

備計画」です。外交的意義の説明、委員コメントに対する回答をお願いいたします。 

 

○ 説明者１（国際協力局国別開発協力第三課長） おはようございます。本年１月に国

別開発協力第三課長に新たに着任いたしました松浦直子と申します。よろしくお願い

いたします。今福局長が冒頭で御挨拶されていましたけれども、私自身も２００４年

から２００６年に当時の無償資金協力実施適正会議に関わっておりまして、約２０年

間を経まして、またこのように関わることができ、大変光栄に思っております。 

   では、説明に入らせていただきます。 

   マラウイの「リロングウェ市北部における変電所整備計画」につきまして、まず、

外交的意義につきましては、案件概要書に記載のとおりでございます。 

   次に、委員からの御質問・コメントへの回答に入らせていただきたいと思います。 

   松本委員の１番目と西田委員の１番目の広域オファー型協力の形成プロセス及び概

要に関する御質問について回答いたします。 

   まず、ナカラ回廊に関する広域オファー型協力は、令和７年（２０２５年）８月に

発表したものでございまして、ザンビア、マラウイ及びモザンビークをつなぐナカラ

回廊地域の連結性強化により、ナカラ回廊の鉱物資源等の輸送ルートとしての価値を

高め、同地域への投資促進や雇用創出による持続的な発展を実現することを通じて、

我が国の各種資源に係るグローバル・サプライチェーンを強靱化することを目的とし

ております。同回路周辺地域では、内陸部との連結性の向上や鉱物資源探査・採掘の

技術水準や農業生産性の向上が課題となっており、インフラ整備、国境通関の円滑化、

港湾オペレーションの改善、農業開発、鉱物資源開発などの幅広い分野での支援を想



16 

 

定しております。 

   本オファー型協力の協力メニューにつきましては、令和７年８月時点で実施中又は

実施が決定していた案件を掲載しております。オファー型協力の形成に当たっては、

広域・個別いかんにかかわらず相手国政府を含む多様なステークホルダーとの対話を

通じ、案件形成を進めております。本オファー型協力についても、各国政府や日本企

業、国際機関などと議論を積み重ね、メニュー案を作成いたしました。 

   広域と個別の違いにつきましては、案件形成プロセスそれ自体に大きな違いはござ

いませんが、アプローチする課題に応じて検討することになります。今回のナカラ回

廊のケースですと、この回廊が複数国を横断しており、回廊周辺の産業振興は各国に

共通の課題でもあることから、広域で行うことといたしました。 

   どうぞ。 

 

○ 説明者２（ＪＩＣＡアフリカ部アフリカ第三課長） ＪＩＣＡアフリカ部の高野と申

します。本日はよろしくお願いいたします。私からは残りの御質問に回答させていた

だきたいと思います。 

   まず、森田委員から、空港への安定的な電力供給確保は、サプライチェーンの強靱

化、人的交流に寄与するという、こちらはコメントという形で頂戴しております。 

   １番目のカムズ国際空港への安定的な電力供給の重要性という点ですが、本変電所

は、同空港に電力を供給する電力系統に接続されるものであるため、御認識いただい

ていますとおり、本計画による変電所の新設は、同空港の安定的な電力供給を確保し

て、ひいてはサプライチェーンの強靱化または人的交流の促進。そういったものに資

するものと考えております。同空港は過去にも有償資金協力、無償資金協力でその拡

張等を支援しておりますが、相乗効果の観点からも有意義であると考えております。 

   続きまして、本件の実施については、無償資金協力と専門家派遣をパッケージで提

供する点などをコメントいただいております。本件については、無償資金協力の中で、

本邦の請負業者による変電設備の操作及び保守を含めた研修を行うということで検討

しております。そのように御理解いただくとよろしいかと思います。 

   続きまして、弓削座長から頂戴しておりますコメント（１）（２）、また、田辺委

員からも、先行する令和３年度のマラウイの無償資金協力「リロングウェ市における

変電所改修計画」の成果と、本計画の開発効果及び需要予測に関する御質問をいただ

いております。この点、回答させていただきます。 

   カネンゴ変電所に関しましては、令和元年の際には最大利用率が１０１．７％とい

う形で過負荷、負荷が大き過ぎる状態となっておりました。この変圧器の故障や故障

時の停電リスクが高い状態で運用されていたということです。これに対して、令和３

年の事業である機材の更新・容量増強によりまして、現状、最大利用率が８５％と改

善し、電力安定供給に寄与しているということが確認されております。 
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   他方で、工業団地建設計画、また、近年の重要鉱物への世界的な関心の高まり等に

より、耐火セラミック・チタン金属の製造に不可欠なルチル、また、グラファイトと

いった鉱物の開発が一層進展しておりまして、同地域の電力需要がさらに高まること

が見込まれております。こうした状況は令和３年の案件の時点では予測ができない状

況でございました。本事業を実施しない場合、２０３０年にはカネンゴ変電所の利用

率は通常時に１００％を超えてしまい、変電所の負荷が過大になることが予想されて

おります。 

   本事業の実施により、２０３５年、事業完成３年後に当たります。このタイミング

では同変電所の利用率が７５％に下げることが可能となるように想定されております。 

   続きまして、德田委員からいただきました１番目の御質問、ＥＳＣＯＭの運営・維

持管理の実績に関する御質問です。現在、ＥＳＣＯＭは約２，５００人の人員を有し

まして、年間の予算は約１０６億円とされておりますが、ここから４年間で約３３０

億円という形で倍増しております。直近の令和７年においては約４億円の運転・維持

管理に係る予算を確保しております。 

   続いて、技術面ですけれども、先行案件である「リロングウェ市における変電所改

修計画」において、据付工事及び試験調整期間中に変電施設の運転・維持管理に係る

ＯＪＴ及び技術移転を行った結果、現在もＥＳＣＯＭはマニュアルに沿って日常点検

や年次点検を実施できるような能力を有するに至っております。その結果、変電施設

は適切に運営・維持管理されているという状況です。 

   続きまして、道傳委員からいただいた御質問です。１番目、ガーナの類似案件にお

ける運営・維持管理に対する意識の変化に関する御質問ですが、同事業では、実施機

関に対して、調達した資機材の運転・維持管理方法について技術移転を行ったほか、

工事中の安全対策、業者との紛争管理方法、適切な時間管理、会議の効率的な開催方

法等、プロジェクトマネジメントに関するＯＪＴも行いました。この経験が実施機関

の職員の方々の仕事に対する意識の変化をもたらし、より効果的・効率的な働き方に

つながり、資機材の良好な運営・維持管理に貢献したと認識しております。 

   続いて、西田委員からの御質問です。先のラオスと同様にマラウイも内陸国である

という点で、アジアでの連結性の強化に係る経験をアフリカ回廊開発にどのように生

かすかについて、アジア、特にＡＳＥＡＮ域内では、インフラ整備、産業開発、ワン

ストップ・ボーダー・ポストの設置及び能力強化による税関能力構築などハード・ソ

フト両面の包括的支援を進め、輸送コストの削減や各国の貿易・物流の拡大を通じま

して、周辺地域の経済成長に寄与しております。 

   こうしたアジアでの協力経験を生かしまして、ナカラ回廊を含めたアフリカの回廊

開発においても、鉱物・農業開発、また、物流円滑化等を通じまして、ナカラ回廊の

価値向上を図り、投資促進と雇用創出における持続的な経済社会の発展を目指すとい

う形で考えております。 
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   以上です。 

 

○ 弓削座長 どうもありがとうございました。 

   説明者からの説明について、追加の御意見・御質問があれば発言をお願いいたしま

す。 

   では、まず、田辺委員、どうぞ。 

 

○ 田辺委員 御説明ありがとうございます。 

   この地域の需要予測に関してなのですけれども、先ほどの御説明だと、工業団地に

よる需要の増加とか、それから、鉱物関連での需要増加があると伺ったのですが、こ

れは配電地域内で製錬所等があって、その増産を見込まれているという理解をすれば

いいのか。その辺りを確認できればと思います。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   ほかには今の時点では挙手がないようですので、では、御返答をお願いいたします。 

 

○ 説明者２ 御質問ありがとうございます。 

   今、手元でどの地域に鉱物がということは情報を持ち合わせておりませんけれども、

工業団地は、より空港に近い部分にあり、配電地域の中にあるということはお答えで

きるかと思います。 

 

○ 弓削座長 どうぞ。 

 

○ 田辺委員 工業団地の需要増加は理解しているのですけれども、鉱物関係のところが

果たしてこの案件とどうの関連しているのかについては少し詳しく見ていただいたほ

うがいいのかなと思いました。 

   以上です。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   それでは、どうぞ。 

 

○ 説明者２ ありがとうございます。 

   正確なことを申し上げられず大変恐縮ですけれども、恐らく鉱物の採掘地域につい

ては少し離れた場所だと思われますけれども、それに付随した精錬所もしくはその後

の物流に係る施設がどの辺りにできるか、それによる需要の伸びについては、協力準

備調査の中で正確に把握したいと思います。御助言ありがとうございます。 
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○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   松本委員、どうぞ。 

 

○ 松本委員 事前通告をしていないので、この質問をしていいのかどうかが迷ったので

すが、やはりナカラ回廊開発については、この適正会議で何度も出てきていますし、

国ごとに事業も出てきていて、今後の外務省の計画として、すみません、これは大臣

官房ＯＤＡ評価室のところになるのかもしれませんが、ＯＤＡ評価として、要するに、

かつてもあったような気がしたのですが、ナカラ回廊開発の進捗度を全体として、今

後、どう評価していくのかというのは、これだけ集中して広域オファーとしても始め

ていらっしゃるので大事かなと思っているのですが、これは評価対象事業をどうする

かという選定のプロセスとも関係すると思うのですが、これはどのぐらいの時点でこ

のナカラ回廊開発を評価するという動きが出そうなのかというのは伺いたいところで

あります。 

   すみません。これは事前に言っておかないとここでは答えられないということもも

ちろん了承の上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   では、德田委員、どうぞ。 

 

○ 德田委員 このナカラ回廊は、グローバル・サプライチェーンの強靱化という日本政

府の施策の中で日本のＯＤＡによるこの３か国の開発をどうするかというものは出て

いるのですけれども、恐らく日本のＯＤＡだけではナカラ回廊の整備計画を全部完遂

することは難しいのではないかなと思っています。アフリカ開発銀行、世銀などの開

発金融機関とどのような形でナカラ回廊をトータルパッケージで整備計画を進めてい

くのか。もしそういった計画があるのであればぜひ教えていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   今のことについて、御回答があればお願いします。 

 

○ 説明者１ ＯＤＡ評価と、その後、他の国際開発金融機関との連携という形でさせて

いただきます。 

 

○ 弓削座長 では、お願いいたします。 
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○ 新井大臣官房ＯＤＡ評価室長 御質問ありがとうございます。 

   オファー型協力の評価に関しては、ナカラに限らず、大事なものだと考えています。

今、目玉の協力ですし、これをきちんと評価するというのはとても大事なことだと考

えています。 

   いろいろ当室内で検討はしているのですけれども、具体的にどの案件をいつ評価す

るかということはまだ全く決まっていません。ＯＤＡ評価室で担当しているものは基

本的には事後評価ですので、やはり結果が、成果がある程度見えているタイミングで、

オファー型協力の場合だといろいろなものが走りますけれども、どこかの時点で成果

が評価できるようなタイミングを見極める必要があると思います。 

   これは、いつ、何をやるかについては、私どもは評価の担当部署ですけれども、そ

れを、評価のユーザーであり案件を実施している国際協力局の皆さんとも相談して、

適切な時期に実施します。準備はしていますけれども、まだ具体的にいつというもの

は申し上げられない。これがありのままの状況です。 

 

○ 弓削座長 どうぞ。 

 

○ 説明者１ では、德田委員からの御質問で、ＯＤＡだけでこのナカラ回廊の開発全て

をカバーしていくのは難しいのではないか。他の国際開発金融機関などとの連携とい

うお話をいただきました。 

   このナカラ回廊のプロジェクトが、鉱物資源のコンポーネントだけでなく、農業な

どのコンポーネントもあるのですけれども、特に南部アフリカの鉱物資源開発につき

ましては、世界銀行の下でＧ７各国を中心に取り組んでおります「ＲＩＳＥ（強靱で

包摂的なサプライチェーンの強化）に向けたパートナーシップ」という、持続可能な

サプライチェーンの向上に関する取組が、日本がＧ７議長国の令和５年から進んでお

りまして、日本政府内では財務省と経産省がメインで会合に対応しております。この

ＲＩＳＥの取組でザンビアの鉱物資源開発のロードマップなどが作成されたりしてお

りまして、その点につきましては、関係省庁も含めて、このナカラ回廊の取組と連携

していくこととしております。 

   農業開発の部分につきましては、既に協力メニュー案の中にもＦＡＯへの拠出を通

じた取組が入っているのですけれども、そういった農業関係の国際機関との対話も行

っていきたいと思っております。 

   この地域で、特に今回の変電所の案件に関連しますと、南部アフリカのパワープー

ル構想という、地域で電力を融通する取組というものが進んでおりまして、世界銀行

やアフリカ開発銀行が「ミッション３００」という、電力アクセスを改善する取組を

進めております。以前、アフリカ開発銀行の方が訪日された際に、私、ＪＩＣＡアフ

リカ部、国別開発協力第三課などでも意見交換をさせていただいて、ナカラ回廊オフ
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ァー型を立ち上げて対応していくこともお話ししております。 

   あとは、Ｇ７のインフラ開発関係のワーキンググループなどでもオファー型協力に

ついて説明し、日本は東側のナカラ回廊、アメリカやＥＵなどは西側のアンゴラに抜

けていくロビト回廊を整備する計画があるため、大陸の南部を横断するような回廊と

いう観点からも、今後も国際開発金融機関、それから、他ドナー、国際機関としっか

り対話をしながら連携して対応していきたいと思います。 

   また、鉱物資源開発ですとか港の活用などというところでは、民間ベースの取組も

必要になってくると思いますので、日本企業の投資に対する日本の政策金融関係の拠

出といったようなことも関係省庁としっかり連携していきたいと思っております。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   松本委員、どうぞ。 

 

○ 松本委員 御説明ありがとうございます。 

   評価のところですが、おっしゃるとおり、広域オファーについては現在の大綱の中

で一つ大きく打ち出されたものなので、そうした評価の仕方が大事であることは確か

なのですが、一方でナカラ回廊については、オファー型協力が出る前からやはり日本

としてはナカラを見ていたと思いますので、ぜひ御検討される際には、オファー型に

なる前からの連続性の中でナカラ回廊に対する日本の協力の評価をしていただければ

と思います。 

   今、お話を伺いながら、オファー型が今回の大綱の中で出てきたということで、こ

れは御質問ではなく、つぶやきだと思っていただければいいのですが、今回、いろい

ろと新政権の中で安全保障文書の見直しとかという議論もあり、それとＯＤＡ大綱の

見直しというものが前回リンクしているのを感じましたので、ＯＤＡ大綱もこれまで

のペースで見直しをされるのか、少し早めに大綱をもう一度議論するということが生

まれるのかについては、またこういうような場で御説明いただけると大変ありがたい

と思いました。 

   以上です。 

 

○ 弓削座長 どうもありがとうございます。 

   質問、御意見はよろしいでしょうか。 

   この案件についてもいろいろと御説明があり、広域オファー型協力について、実施

機関の運営・維持管理の実績、それから、ほかのドナーの支援についての御説明もあ

りました。また、この地域の需要についてはしっかりとさらに調べていただくという

こと、そして、この案件だけではなく、ナカラ回廊全体についての視野・評価につい

ての議論もあり、これも大事な点だと思います。 
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   委員の皆様が挙げられた点とこれらの点を踏まえて、協力準備調査に進むというこ

とでよろしいでしょうか。 

   ありがとうございます。それでは、そのようによろしくお願いいたします。 

   これで、この案件についての議論を終了いたします。 

   これが最後の案件でしたので、事務局からの連絡事項について、発言をお願いいた

します。 

 

○ 中島開発協力総括官 ありがとうございます。 

   次回の開発協力適正会議でございますけれども、申し合わせのとおり、４月２１日

火曜日に開催予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 弓削座長 ありがとうございます。 

   以上をもって、第８５回「開発協力適正会議」を終了いたします。皆様、どうもあ

りがとうございました。 
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別添 委員からのコメント一覧 

１ ラオス（無償）「国道九号線における橋梁架け替え計画」 

＜道傳委員＞ 

(1) ラオスに対しては鉄道建設などでも中国が進出している。ラオス政府側が日本に寄せる

期待について、日本の技術および地政学的な側面からご教示ください。 

(2) 国道９号線、８号線、１２号線は物流の面でそれぞれどのような使い分けがされているの

か。 

(3) ホワイコック１号橋とホワイタポアン橋周辺は、学校、病院などを備えた市町村が多く点在

しているのでしょうか。架け替えは、地域住民の生活の利便性向上にどのように貢献する

のか、エピソード的なものでも結構ですのでご教示ください。 

 

＜西田委員＞ 

(1) 日本外交にとってラオスが重要な理由を、改めてお知らせください。 

(2) 「橋梁保全計画に係る本邦技術移転等」とは、技術的にかなり高度で特殊なものなので

しょうか。どのようなものか概略をお知らせいただけますか。 

(3) 実施機関の維持管理能力および財政能力について、やや懸念があるように読み取れま

した。これらの評価をお知らせください。 

 

＜松本委員＞ 

(1) 私の記憶では 1990 年代から国道九号線への様々な国・国際機関による援助が行われ

てきた。それから 30 年以上が経過してもなお、このような比較的規模の小さな橋梁の架

け替え事業ですら、ラオス自らが行えず、無償資金協力を供与しなければならないのか、

ご見解を伺いたい。 

 

＜森田委員＞ 

特になし。 

 

＜弓削座長＞ 

(1) 案件概要書の４で、本計画では「技術協力『橋梁維持管理能力強化プロジェクト』（2020

～2024 年）において支援した公共事業運輸省及び公共事業運輸局の橋梁点検体制を

活用し」とありますが、この技術協力支援で、具体的に何がどのように改善されたのか、

そして残された課題は何であるかを教えてください。 

(2) 橋梁の運営維持管理にあたる人材は、どのような専門性・経験を持つ人材が何人いるの

かを教えてください。これは対象橋梁の適切な運営維持管理のために十分な体制でしょう

か。もし十分でない場合は、どのような研修が何人の人材のために必要でしょうか。 



24 

 

(3) 維持管理に必要な予算確保の持続性については、ラオス政府（公共事業運輸局）からは

確約が得られているのでしょうか。 

 

＜田辺委員＞ 

(1) 両橋の建設年、計画時の想定耐用年数、現在の損傷度合いの詳細、崩落する危険性を

指摘する根拠を教えていただきたい。 

(2) 「深い峡谷に架かる橋梁という技術的難度の高さから、十分な修繕には至っていない」と

の指摘があるが、本事業後はメンテナンスの難易度が改善される見込みはあるか。 

 

＜德田委員＞ 

(1) 中国政府の影響力が強いと言われる国家であり、中国より多額の支援を受けてきたラオ

ス（債務のわなの指摘もあるが）に対して無償資金協力による支援を日本の国益の観点

から今後も実施していくのか。また本件実施することの二国間（日・ラオス）関係への効果

や影響、留意するべき点等あれば教えて欲しい。 

(2) ラオスのみならず ASEAN にとって重要な国際幹線道路である東西経済回廊の一部の修

繕を担うことになるが、橋梁を含む他所でも老朽化や損傷が進む中、本件がもたらす効

果について、国道９号線整備に向けた計画の全体像がどのようなものか、他の国際金融

機関との連携状況も踏まえ教えて欲しい。 

 

２ コロンビア（無償）「紛争の影響を受けた地域における地雷対策促進計画（UN 連携／

UNMAS 実施）」 

＜西田委員＞ 

(1) 日本にも高度な地雷除去の知見を有した人材・組織があると理解していますが、今回

UNMAS に委託するのは邦人の立ち入りが制限されている地域であるということが主たる

理由と理解してよろしいですか。その他にも理由があればお知らせください。 

(2) 日本の地雷除去支援は、コロンビアでも協力しているカンボジア CMAC を介した第三国

への技術支援（その他にウクライナやアフリカなど）といった形式もあると思います。日本・

CMAC・UNMAS（あるいは他ドナーや専門能力を有する機関）それぞれの特徴あるいは強

みや課題をどう評価し、使い分けて（あるいは組み合わせて）活用しようとしているのか、

日本が行う地雷除去支援の手段について大枠をご教示ください。 

(3) 米国の支援が途絶えたことで、本案件の対象国であるコロンビアだけでなく多くの国・地

域から日本からの支援への期待が高まっていると理解します。これは日本の外交力を高

める機会として認識してよいのでしょうか。 

 

＜松本委員＞ 

(1) アメリカのトランプ政権が麻薬をめぐってコロンビア政府に対して圧力をかけている中で、
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コロンビアでの ODA 案件を進める際に、アメリカとも調整を行っているのか、教えていただ

きたい。 

 

＜森田委員＞ 

特になし。 

 

＜弓削座長＞ 

(1) セクション３．６）④で「武力勢力が新たな地雷を埋設する可能性もある・・・」とあります

が、この可能性と現在の状況について、そして武装勢力が本計画の実施に与えうる問題

について、もう少し詳しく教えてください。 

 

＜田辺委員＞ 

(1) 対象地域の一部が外務省危険度レベル 3（渡航中止勧告）とのことだが、通常の事業で

あれば行っているが本事業では行えない日本側の業務は何か。また、UNMAS との連携

でもカバーが不十分な点はあるか。 

 

＜德田委員＞ 

(1) 人道支援という観点では非常に重要な取組みであるが、武装勢力が活動を継続している

限り、幾ら日本の高性能な地雷・不発弾対策にかかる資機材を提供したとしても、最終的

な解決に至るのは難しいのではないか。もしそうであれば、地雷除去が無駄とならないよ

う、国軍支配下エリアを優先的に実施してその後の地域開発等に繋げられるような取組

も検討してはどうか。 

 

＜道傳委員＞ 

(1) コロンビアへの日本による協力支援および外交的な働きかけは、トランプ政権の昨今の

中南米への外交政策・国際協力分野での政策でどのような課題に直面する可能性があ

るのでしょうか。 

(2) 地雷（および不発弾）対策 Mine Action は、除去、解放面積の拡大、地雷回避教育にと

どまらず、避難民の帰還や保護、持続的で包摂的な社会の再建・復興支援も考慮する必

要があると理解します。長く続いた紛争、非政府組織、薬物、地域格差などコロンビアで

地雷対策を困難にしている構造的な背景について、一端をご教示ください。 

 

３ マラウイ（無償）「リロングウェ市北部における変電所整備計画」 

＜松本委員＞ 

(1) 外務省の「モザンビーク、マラウイ、ザンビアに対する広域オファー型協力「ナカラ回廊開

発によるグローバル・サプライチェーンの強靭化」」の発表資料によると
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（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/cap3/pageit_000001_00002.html）、2025 年 8 月時点

での協力メニューには本案件は含まれていない。広域オファー型協力はどのように形成さ

れ、メニューに含まれる事業はどのようなプロセスで決まっているのかご教示いただきた

い。 

 

＜森田委員＞ 

(1) 空港への安定的な電力供給確保は、サプライチェーンの強靭化、人的交流の促進に寄

与し、ナカラ回廊全体の開発の観点から重要。 

(2) 無償資金協力と専門家派遣をパッケージで提供する点を評価。 

(3) 専門家派遣は無償資金協力と別枠で技術協力のスキームを活用するという理解でよろし

いですか。 

 

＜弓削座長＞ 

(1) 令和 3 年度対マラウイ無償資金協力「リロングウェ市における変電所改修計画」の実施

により、電力供給（裨益世帯数の増加等）や停電回数の減少などを含め、どのような改善

が得られたのかを具体的に教えてください。 

(2) その上で、「今後想定される需要増加には対応できず、深刻な過負荷状態となることが想

定されており」、停電の頻発と、それに伴う経済損失のリスクが高まっているとのことです

が、これらの課題・リスクは、今回計画されている「リロングウェ市北部における変電所整

備計画」で、どの程度解決されるのでしょうか。 

 

＜田辺委員＞ 

(1) 令和 3 年度対マラウイ無償資金協力「リロングウェ市における変電所改修計画」で整備

したカネンゴ変電所において、なぜ、わずか 5 年程度で「深刻な過負荷状態の可能性が

生じる事態」になっているのか。当時の需要予測が間違っていたのか。 

 

＜德田委員＞ 

(1) 本計画の実施機関である ESCOM は過去に改修した変電所における運営及び維持管理

の経験を有しており、これまで十分な人員が配置され、適切に維持管理が行われている

ことから、体制・技術・財政面に特段の懸念はない旨が明記されているが、実績などを具

体的な数値で示して欲しい。 

 

＜道傳委員＞ 

(1) 類似案件の教訓として、ガーナでの実施機関への OJT により、実施機関の職員に意識

変容があり、事業の良好な運営・維持管理につながったことから、本件でも適切な運営・

維持管理を実施する研修を行う計画との説明がある。ガーナでは意識の変化がどのよう



27 

 

に良好な運営・維持管理につながったのか、ご教示ください。 

 

＜西田委員＞ 

(1) ナカラ回廊地域の広域オファー型協力について、その概要および想定される課題をお知

らせください。また個別のオファー型協力との違いについてもご教示いただけますか。 

(2) 先のラオスと同様にマラウイも内陸国であり周囲の国との連結性の向上を通じた経済社

会発展が期待されているものと理解します。アジアでの経験はアフリカの回廊建設プロジ

ェクトでどのように活かされているのでしょうか。 

 

（了） 

 


